
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

障害者への虐待を受けていると思われる人を見つけたら通報してください 

平成２４年１０月１日から障害者虐待防止法が施行されました。障害者への虐待は尊厳を害するも 

のであり、自立と社会参加のためには虐待を防止することは重要です。通報は、虐待を発見し、支 

援が始まるきっかけになり、養護者(家族)等への支援につながります。 

虐待の通報相談の窓口・防止への対応 

各市役所内の「障害者虐待防止センター」 

滋賀県社会福祉協議会「滋賀県障害者防止センター」 

講演会のお知らせ   

「野洲市生きがいづくりの会・人権研修」および「成年後見制度利用促進事業」の一環として、 

成年後見制度を活用するためにをテーマに、下記のとおり講演会を開催いたします。これから 

の老後を安心して過ごすために是非ご参加ください。 

 日 時：平成２５年２月２６日（火）午後１時３０分～２時３０分 

 場 所：野洲市市民活動支援センター（野洲図書館内） 

 講 師：澤 和清（さわ社会福祉士共同事務所“ほっと”代表） 

  

『新しい年を迎え、さらなる前進を』  
新年のお慶びを申し上げます。 

旧年中は、「もだま」に対して皆様から様々なご支援をいただきありがとうございました。 

おかげさまで、湖南4市のご理解とご支援の下で成年後見制度利用促進事業の委託を受け、「も

だま」にとっては、新しくスタートした記念すべき年でありました。 

そしてこの新しい年を迎え、権利擁護や成年後見制度の支援、ニーズを抱えた多くの人達の地域

での生活を、まもり、ささえ、共に歩みながら、その期待に応えていくことができるように、心新

たに取り組んでいくつもりです。 

そのために、「もだま」は、この新しいスタート地点から、次の目標地点に向けて、この活動を

さらに展開し、内容的にも体制的にも一段と充実していくことが必要です。  

会員の皆様や関係機関の方々などのお力を糧に強く前進し、地域の皆様に貢献できるように、頑

張っていくつもりです。今年もまた皆様の暖かいご支援をお願い申し上げます。 

 年始にあたり、皆様にとって輝かしい一年となりますよう心からお祈り申しあげます。 

                        理事    伊藤 健一 

                            

 

 

 もだま通信 

Ｎｏ．２６  ２０１３．１．１発行 

 

特定非営利活動法人 成年後見センターもだま 

 草津市野村八丁目 5 番 19 号 

サニーハイツピア 105 号室 

TEL 077（598）0246 FAX077(598)0888 

E ﾒｰﾙ modama.npo@triton.ocn.ne.jp 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山市民活動「屋台村」の開催 

１１月２４、２５日守山市の市民交流セン

ターで市民活動組織約５０団体による活動

フェアーが開催されました。「もだま」も

参加しパネルを展示しました。初日には宮

本市長にもお寄りいただきました。 

 

後見活動日誌 

B 男さん（７０歳代）はいつも素敵な笑顔を見せてくれます。B 男さんは精神障がい者で、

金銭管理や契約締結が困難であるため、もだまが後見人として関わらせていただいています。

B 男さんは長期間入院をしてきましたが、施設で生活することをかねてから希望されており、

ようやく昨年の４月から介護施設での生活がスタートしました。 

月日も経ち、落ち着いた生活を送っている最中、転倒され骨折のため入院・手術をすること

になりました。幸い手術も成功しリハビリが開始されましたが、B男さんにはいつもの笑顔は

なく、食事の量も減っていきました。そんな頃、リハビリのため転院か、施設に戻るかを検討

するカンファレンスがありました。カンファレンス後、本人に意思を確認するもはっきりとし

た答えは返ってきませんでした。しかし、お見舞いで訪問を重ねていく内に何度か「帰りたい」

と言われており、また、同室の方より「いつも帰りたいと看護師に言っていますよ」と話を聞

いていたため、その旨を施設の職員さんに伝え検討いただいた結果、施設に戻っていただくこ

ととなりました。後見人が就いている人は確かに判断能力が乏しく、自分の言葉で気持ちを伝

えることが難しい方も中にはおられます。この経験を通し、どこを本人の意思と判断するかは

難しいラインではありますが、何気ない会話の中にその人の“想い”は詰まっており、その言

葉を汲み取り伝えていくのが私たちの役割であると改めて感じました。 

先日施設を訪問した際、B 男さんに「ここに戻れて良かったですね」と言うと「うん、こっ

ちがええ」といつもに増して素敵な笑顔を見せてくれました。 

施設では生活の中でのリハビリをしていただいているため、見守りの下、歩行器を使用して

歩けるまでに回復されました。B 男さんの居場所は施設にあり、職員さんの見守りによって安

心した毎日を過ごされています。                       Y.K 記 

 

 

  

さわやか健康市民フォーラムの開催 

去る１２月１日草津アミカホールにおい

て、草津栗東医師会・草津市主催のフォー

ラムが開催されました。「みんなで支える

認知症」をテーマに講演会・シンポジウム

と展示会・相談コーナーがあり「もだま」

も参加させていただきました。 

 

会員募集しています     

成年後見センターもだまの活動に賛同・支援いただける方を募集しています。 
正会員年会費 個人１口  ３，０００円  賛助会員年会費  個人１口  ２，０００円 

団体１口 １０，０００円           団体 1 口  ５，０００円 
   

   
        
 団体１口  ２，０００円 

              団体１口 １０，０００円             団体１口  ５，０００円 
 

           

 


